
令和６年度第３回船橋東警察署協議会

１ 開催日

令和６年１１月２７日（水曜日）

２ 開催場所

船橋東警察署

３ 出席者

・協議会委員７人 ・警察署１４人

４ 業務報告

（１）令和６年１０月末現在の管内の犯罪発生状況について

（２）令和６年１０月末現在における管内の交通事故発生状況及び交通事故防止対策につ

いて

５ 警察署からの諮問事項

署員が作成した広報媒体（４コマ）について

【質問】

作成した広報紙をどのように使用するのか。

【回答】

地域課員が毎月作成している交番だよりに順次掲載する予定です。

【再意見】

今回の広報紙は若者に向けての内容が多く含まれているので、広報の仕方を考える必

要があると思う。

【回答】

強盗事件などの実行犯に若者が多く関わっている状況にあります。最近の若者は、テ

レビや新聞を見ない方が増えていますので、千葉県警のエックスなど若者が使用してい

るツールで情報を発信していくよう検討します。

６ 委員からの要望・意見等

（１）【質問】

先日、飯山満町で強盗事件があり、心配している。何か対策等、実施しているか。

【回答】

発生以降、管内の関係機関に対し、広報を実施しているところです。

警戒につきましては、一定期間、県警本部機動隊の応援をもらい、夜間から明け方

まで、管内の発生場所を中心とした警戒を行ったところです。

１１月に入りましてからは、当署員に対し街頭活動の強化を指示し、通常活動を通



じた警戒を実施しています。

対策としましては、アシストポリスを活用し、コンビニからの情報提供や通報の依

頼を実施しています。その後、発生はありませんが、住民の方々は引き続き不安を感

じているところですので、新たに窓が割れないグッズを１２月のキャンペーン等で配

布していきたいと思います。

(２)【質問】

強盗事件が頻発しているが、被害者の傾向、加害者の傾向と対策、また情報発信に

ついてお聞きしたい。

【回答】

被害者の傾向は、現在まで明確な傾向は分かっていません。ただし、必ずしも自宅

に大金があるわけではなく、他署管内では被害が少額の事件も発生しています。

加害者の傾向は、報道のとおり闇バイトで応募した犯罪の素人が多いです。

また、実行役が住んでいる場所と犯行現場がリンクしていない状態で、指示役に指

示されれば、どこへでも行くような土地勘がないような状態です。

また報道のとおり、共犯者とコンビニで集合し、全く関係性のない共犯者と一緒に

犯行に及んでいる状況です。

対策としましては、自宅は必ずしも決して安全ではないということです。

家の中、車の中は安全と言いますが、ガラスは割れますし、扉は壊れます。

金庫のような頑丈なものではありませんので、その点を念頭に防犯対策が必要です。

「トクリュウ」強盗事件に関しましては、詳細が分かっていない部分が多々あり、

全国規模で発生していますので、情報を集約して傾向と対策を分析していますが、真

相解明は主犯格を逮捕してからになるかと思います。

情報発信につきましては、被害防止の観点からキャンペーンや安全安心メールを通

して防犯対策を広報しているところです。

また、当署では昨年から署独自の防犯ポスターを作成し、教育機関や商店街に依頼

して掲示をしてもらっています。

闇バイトは、構成の年齢幅が広く、未成年者も多数いますので、中学校や高校に対

する防犯講話、ポスター等を持参しての注意喚起を行っています。

加えて、来年も成人式が行われますが、新成人に対しましても注意喚起をする予定

でおります。

(３)【質問】

不審者に対しての自治会としての対応の仕方をどのようにしたら良いか。防犯カメ

ラを住宅街に取り付けしてプライバシーとかどうなのか、自治会の方から色々言われ



悩んでいる。

【回答】

不審者への対応ですが、家の様子を伺いながら歩いている等の不審者情報が多数寄

せられています。すべてが悪質な業者とは言いませんが、悪質な業者は、家族構成や

貯蓄、在宅時間を確認してくる業者もあり犯罪につながる場合があります。

対処要領としましては、「第１に家にいれない。ドアを開けて対応せず、インター

フォン越しに内鍵をかけて対応する。名前や電話番号、口座情報、資産情報は言わな

い。必要のないことはきっぱりと断る。」ということを自治会の方へ指導してくれれ

ばと思います。こうした中で、相手方がなかなか帰らない場合や個人情報を教えてし

まった等、お困りの際は、当署へ相談してください。

防犯カメラの設置については、プライバシーの問題で否定的な意見もあるかと思い

ます。プライバシーを保護しつつ、個人宅に向けて設置しないことや公共の場所に向

けて設置すること、さらに防犯カメラを設置することにより、事件や事故の抑止に繋

がるということ、仮に事件事故が起きた時には十分な証拠になるということを自治会

の方々へ十分に説明し、ご理解を求めていただければと思います。

警察といたしましては、防犯カメラの設置は犯罪の抑止と検挙に繋がりますので推

進していきたいと考えています。設置場所に関してご質問等があれば当署生活安全課

にお問い合わせください。なお、防犯カメラの設置や維持管理に対しましては、船橋

市から補助金が出ます。

７ 答申等に対する措置結果

なし

８ その他

なし


